
 

 

 

 

 

「令和７年度公益通報者保護法の改正内容に関する説明会」の開催について 

 

１ 説明会の概要 

令和７年６月に改正・公布された公益通報者保護法の改正内容をはじめとする公

益通報者保護制度について、消費者庁及び石川県の共催で説明会を開催します。 

 

２ 開催日時  

令和８年３月２３日（月）午後１時３０分から午後２時３０分まで 

 

３ 開催場所  

対面（石川県地場産業振興センター本館第２研修室） 

オンライン（Microsoft Teams） 

 

４ 対象者  

経営者、労働者、フリーランス、公益通報担当者、地方自治体職員など 

 

５ 参加費 

  無料 

 

６ 参加申込み期間 

  令和８年１月２６日（月）から同年３月１６日（月）まで 

 

７ 参加申込み方法 

（１）申請フォームによる方法 

https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/kou

ekituuhou-setsumeikai 

（２）電話・メールによる方法 

   下記のいずれかの連絡先までご連絡ください。 

   電話番号：０７６ー２２５ー１２３２ 

   メールアドレス：houki@pref.ishikawa.lg.jp 

 

令和８年 １月 ２３日 

総 務 部 総 務 課 

担当者 吉 川・岩 淺 

内線 ３３７１ 

外線 ２２５－１２３２ 



⚫経営者

⚫労働者

⚫ フリーランス

⚫公益通報担当者

⚫地方自治体職員

公益通報者保護法の

改正内容に関する説明会

開催日

2026年３23
13:30 ~ 14:30

（月）

時 間

石川県地場産業振興センター本館第２研修室

またはオンライン（Microsoft Teams）

QR

参加申込みは、QRコードより申請フォームにアクセスしてください

2025年3月16日（月）申込期限

ご参加方法

https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/

kouekituuhou-setsumeikai

対象者

参加費

無料令和7年度

公益通報者保護法の概要や説明会の詳細は裏面にてご案内しております。

主催：消費者庁 共催：石川県

2025年6月に改正・公布された公益通報者保護法の改正内容をはじめとする、

公益通報者保護制度について説明します！

会 場

お問い合わせ先：石川県総務部総務課 電話：076-225-1232 E-mail：houki@pref.ishikawa.lg.jp



制度全般に関する詳細情報は

こちらをご確認ください

はじめての

公益通報者保護法

説明内容

⚫ 公益通報者保護法の概要（令和7年改正の内容を含む）

⚫ 事業者における内部通報制度の導入

⚫ 参考論点①（企業不祥事からみる内部通報制度の留意点）

⚫ 参考論点②（外部通報（いわゆる2号通報）の概要）

説明会タイムスケジュール
※状況により前後する可能性がございます

プログラム 説明者

13:30 ~ 14:20（50分） 改正法説明

消費者庁

参事官（公益通報・協働担当）付

政策企画専門官 岩田 朋子

14:20 ~ 14:30（10分） 質疑応答 －

是
正

内部通報 自浄作用

公益通報者保護法（平成16年法律第122号）の概要 オレンジ部分は令和7年改正事項

公益通報者保護法とは1

勤め先の法令違反を認識した労働者等が、どこへどのような

内容の通報を行えば、公益通報として、通報を理由とする解雇

等の不利益な取扱いから保護されるかを明確化し、公益通報

者の保護と国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に

関わる法令の規定の遵守を図ることを目的とした法律。

公益通報とは2

労働者・派遣労働者・退職者・役員・フリーランス等が不正の

目的でなく勤務先や取引先における対象法律※1の刑事罰・

過料の対象となる不正行為を通報すること

※1：国民の生命、身体、財産等の保護に関する法令（約500本）が対象

公益通報者の保護の内容３

⚫ 公益通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止（公益通報を理由として労働者を解雇・懲戒をした者及び法人に

対する刑事罰（個人：6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人：3,000万円以下の罰金））

⚫ 公益通報を理由とする事業者の損害賠償請求の制限

⚫ 公益通報から1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由とするものと推定する（立証責任の転換）

通報先と保護の条件４

①事業者（内部通報）国・地方公共団体も含む

不正があると思料すること

②行政機関

不正があると信ずるに足りる相当の理由があること（例：目撃

した又は証拠がある場合）又は不正があると思料し、氏名等を

記載した書面を提出すること

③報道機関等

 通報対象事実の発生・被害の拡大を防止するために必要であると認められ

 る者

不正があると信ずるに足りる相当の理由があること及び次の

ような事由があること
（例：内部通報では不利益な取扱いを受けると信ずる相当な理由、生命・

身体への危害や財産に多額の損害が発生すると信ずる相当な理由等）

事業者の体制整備義務５

⚫ 常時使用する労働者の数が300人超の事業者※2に対し、

以下を義務付け

①内部通報の受付・調査等の業務を担う従事者の指定

②内部通報窓口の設置や内部規程の策定等、公益通報に適

切に対応するための体制整備、労働者等に対する周知 等

⚫ 従事者に対し、内部通報者を特定させる情報の守秘を義務

付け（違反した場合には30万円以下の罰金）

※2：事業者には国・地方公共団体を含む。300人以下の事業者は努力義務

消費者庁の行政措置６

⚫ 従事者指定義務違反のある事業者には、報告徴収・立入

検査、助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の命令、

命令をした場合の公表

⚫ 上記事業者の虚偽報告・報告懈怠、検査の拒否、命令違

反には罰金

⚫ 従事者指定義務以外の体制整備について、事業者に対する

報告徴収、助言・指導・勧告、勧告に従わない場合の公表

その他禁止事項７

⚫ 事業者が、正当な理由なく公益通報を妨害する行為の禁止

⚫ 事業者が、正当な理由なく公益通報者を探索する行為の禁止

②行政機関

③報道機関等
外部通報

労働者等 ①事業者
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